
 

令和６年度愛媛県再犯防止推進会議 次第 

 

 

 

                          日時：令和７年１月 28日（火） 

                          10：00～11：30 

                          場所：愛媛県自治会館 ２階 会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 委員紹介 

 

４ 議題 

（1） 第二次愛媛県再犯防止推進計画の進捗状況について 

    ・計画の各指標の状況                             資料１ 

・令和６年度の取組状況              資料２ 

    ・市町再犯防止推進計画の策定状況         資料３    

 （2）各機関・団体の取組について 

（3）その他（意見交換） 

 

５ 閉会 
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計画の各指標の状況 

県内の再犯防止に関する現状について 

  

資料１ 
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第１ 再犯の防止等に関する施策の成果指標 
    再犯の防止等に関する施策を進める上での成果指標を次のとおり設定し、その達成

に向けて取組を進め、達成状況を検証します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○本県の刑法犯検挙人員中の再犯者数 

H30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

1,230人 1,048人 952人 905人 890人 845人 

 
 
第２ 再犯の防止等に関する取組の動向を把握するための参考指標 
    再犯の防止等に関する重点課題における取組の動向を把握するため、次の指標を

参考指標とします。 
 １ 国・市町・民間団体等との連携強化のための取組 
（１）県再犯防止推進会議の開催実績 

   （単位：回） 

 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

開催実績 ３ ２ １ １ ２ １ 

（出典：県県民生活課） 

 

（２）再犯防止に係る地域ネットワークづくりに係る会合等の参加人数 
（単位：人） 

 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 R６年度 

参加人数 

（市町研修会及び地域別

推進会議） 

269 233 144 146 109 129 

（出典：県県民生活課） ※令和元年度のみ市町研修会も含む。 

 

２ 就労・住居の確保のための取組 
（１）協力雇用主数、実際に支援対象者を雇用している協力雇用主数及び協力雇用主に

雇用されている支援対象者数 
（単位：社、人） 

 H31年 R２年 R３年 R４年 R５年 

協力雇用主数 225 247 286 287 297 

実際に支援対象者を雇用している 

協力雇用主数 
11 23 19 16 18 

協力雇用主に雇用されている 

支援対象者数 
13 26 25 20 23 

（出典：法務省 平成 31年は４月１日、令和２年以降は 10月１日現在）  

刑法犯検挙人員中の再犯者数の減少 
（※基準値から毎年対前年比で５％ずつの減少を見込む） 

基準値（計画策定時の直近の統計データ） 
    890人（令和４年（2022年）） 
     ↓ 
目標値 

     650人（令和 10年（2028年）） 
      （参考：過去実績） 1,646人（平成 25年（2013年）） 

 



4 

 

（２）保護観察終了時（1号及び 2号）に無職である者の数及びその割合 
○少年                             （単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

保護観察終了人員 136 139 103 103 111 110 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
８ 10 ９ ７ ４ 11 

上記の割合 5.9% 7.2% 8.7% 6.8% 3.6％ 10.0％ 

（出典：法務省） 

 
（３）保護観察終了時（３号及び４号）に無職である者の数及びその割合 

○成人                             （単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

保護観察終了人員 165 200 156 174 172 146 

保護観察終了時に無職で 

ある者の数 
58 76 63 62 69 56 

上記の割合 35.2% 38.0% 40.4% 35.6% 40.1% 38.4% 

（出典：法務省） 

 
（４）更生保護施設や自立準備ホームにおいて一時的に居場所を確保した者の数 

（単位：人） 

 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

更生保護施設 100 94 76 70 56 48 

自立準備ホーム 37 29 26 37 36 37 

（出典：法務省） 

 
（５）県内の事業主からのコレワーク利用件数（平成 28年 11月以降の累計） 

（単位：件） 

 R元年末 R２年末 R３年末 R４年末 R５年末 R６年末 

相談を受け、施設情報を

提供した件数 
15 44 140 209 287 382 

（出典：法務省高松矯正管区） 
 
３ 保健医療・福祉サービスの利用の促進のための取組 
（１）県地域生活定着支援センターの支援により調整を行った者の数 

（単位：人） 

 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

コーディネート業務終了者数 

（帰住地への受け入れ調整） 
16 16 13 19 12 17 

フォローアップ業務終了者数 

（受け入れ施設や本人等への支援） 
11 12 ８ 49 ５ １ 

（出典：県保健福祉課）  

 

（２）刑法犯検挙人員における再犯者のうち高齢者の数及びその割合 
（単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

刑法犯検挙人員 2,401 2,056 1,899 1,788 1,757 1,736 

検挙人員のうち、再犯者数 1,230 1,048 952 905 890 845 

上記再犯者のうち、高齢者数 342 328 314 301 316 310 

上記の割合 27.8% 31.3% 33.0% 33.3% 35.5% 36.7% 

（出典：県警察本部） 
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（３）薬物事犯保護観察対象者のうち、保健医療機関等による治療・支援を受けた者の

数及びその割合                          （単位：人） 

 H29 年度 H30 年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度 

薬物事犯保護観察対象者数 56 61 60 72 73 58 63 

保健医療機関等による治

療・支援を受けた者の数 
４ ４ ０ ２ ３ １ ２ 

上記の割合 7.1% 6.6% 0.0% 2.8% 4.1% 1.7％ 3.2％ 

（出典：法務省）  

 
４ 非行の防止及び学校等と連携した修学支援の実施等のための取組 
（１）犯罪少年検挙人員（刑法）における再犯者数及びその割合 

（単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

犯罪少年検挙人員（刑法） 234 181 133 157 161 138 

上記のうち再犯者の数 91 59 34 61 50 44 

上記の割合 38.9% 32.6% 25.6% 38.9% 31.1% 31.9% 

（出典：県警察本部） 

 
（２）県内の少年院において修学支援を実施し、出院時点で復学・進学を希望する者のう
ち、出院時復学・進学決定した者の数 

（単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

復学・進学希望者数 ７ ８ ４ ５ ３ １ 

復学・進学決定者数 １ ４ ３ ２ ０ ０ 

（出典：法務省） 

 

５ 民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進のための取組 
（１）保護司数及び保護司充足率  

（単位：人） 

 Ｈ31年 R２年 R３年 R４年 R５年 R６年 

保護司数 751 772 753 760 759 748 

定数（804人）に対する充足率 93.4% 96.0% 93.7% 94.5% 94.4％ 93.0％ 

（出典：法務省統計 1月 1日現在） 

 

（２）社会を明るくする運動の行事参加人数 
（単位：人） 

 H30年 R元年 R２年 R３年 R４年 R５年 

参加人数 69,935 116,153 8,755 31,360 44,621 32,803 

（出典：法務省） 
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令和６年度の取組状況（県民生活課関係） 

 

○犯罪をした者等への息の長い就労・生活支援事業 ※R元年度～ 

【就労・住居の確保】 

・就労支援コーディネーターを 1 名配置し、就労についての相談支援や協力雇用主企

業での職場体験、就労後のフォローアップ等を個別に実施 

・協力雇用主の雇用に関する理解を深め、積極的な実雇用につなげていくための意見

交換会を実施 

  ［委託先：愛媛県就労支援事業者機構］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○地域別再犯防止推進会議（地方局毎） ※R元年度～ 

【保健医療・福祉サービスの利用の促進】 

・令和６年度参加者数：129名 

・行政説明、基調講演、ワークショップ（事例検討）を実施 

 ［共催：愛媛県社会福祉協議会］ 

  

資料２ 
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○刑務所出所者等向け相談窓口紹介チラシ・マグネット作成 

【国・市町・民間団体等との連携強化】 

  

愛媛県内への帰住を希望する刑務所出所者等に対し、困りごとに応じた相談窓口を紹

介する広報資材を作成 
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○広報・啓発活動の推進 

【民間協力者の活動の促進、広報・啓発活動の推進】 

・更生保護制度施行７５周年記念愛媛県顕彰式典における保護司に対する愛媛県知事感

謝状贈呈（11/8）［会場：愛媛県生涯学習センター］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・７月「再犯防止啓発月間」 県庁ロビー展（7/1～7/5） 

［協力：松山保護観察所、松山刑務所（順不同）］ 
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  ・令和６年度退職者ライフプラン支援説明会（県職員等内部向け）での保護司制度の

紹介［協力：松山保護観察所］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・講演会（10月） 

テーマ「再犯防止と立ち直り支援」 
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市町再犯防止推進計画の策定状況 

 

 

 

○市町再犯防止推進計画の策定状況 

【国・市町・民間団体等との連携強化】 

 

・１６市町で策定済 

 東予：今治市、新居浜市、西条市、四国中央市 

  中予：松山市、伊予市、東温市、久万高原町 

 南予：宇和島市、大洲市、西予市、砥部町、 

     内子町、松野町、鬼北町、愛南町 

  

・４市町で策定予定 

 東予：上島町（令和９年３月予定）  

  中予：松前町（令和７年度予定） 

  南予：八幡浜市（令和７年３月予定） 

     伊方町（令和６年度予定） 

 

 

  

（R6.4.1現在） 

資料３ 
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令和６年度における高松矯正管区の再犯防止に係る取組について

高松矯正管区更生支援企画課

令和６年度愛媛県再犯防止推進会議 令和７年１月２８日（火）

再犯ぼうし君・しえんちゃん



「地方公共団体」との連携（再犯防止×地方創生ワークショップ型研修）

地方公共団体と矯正施設が、アイデアを出し合い（それぞれの強みや特徴などを持ち寄って）、「地域活性
化」・「立ち直りの新しい仕組み」・「法務省職員が気付いていない刑務所・少年院等の価値」などを発見・創
造することを通じて、地方公共団体と矯正施設の創意と工夫による地域創生策や再犯防止活動の促進を図る。

（講義の様子） （ワークショップの様子）

★ねらい！

▶管内地方公共団体職員等との連携
地域との連絡調整を担当する矯正職員等を対象にした研修に、矯正施設所在自治体等からも職員を講師等として招き、
再犯防止にも地方創生にも資する取組を共に検討することにより、刑務所出所者等の地域生活定着に向けた矯正官署及び
矯正施設所在自治体等における支援体制の充実化を図る。



「農福連携」関係団体との連携

▶高知県農業振興部との連携

農福連携技術支援者育成研修に職員を派遣（四国少年院）

農福連携を通じて、罪を犯した者等の社会復帰支援を行いたい。
多くの少年院で教育活動の一環として農園芸作業に取り組んでいる。

◆農福連携技術支援者とは？
➡ 農業者・障がいのある方などに対して、農福連携の実践手法を助言する専門人材
➡ 研修修了者には「農福連携技術支援者」（農林水産省認定）として現場で支援可能

▶中国四国農政局との連携

農福連携オンラインセミナー（中国四国農政局・広島矯正管区と共催）

➡令和６年１１月２８日（木）にオンライン開催
➡ 農福連携事業者・矯正職員等が取組などを発表



「教育機関等」との連携①

▶高松商業高等学校書道部との連携

令和６年１０月２６日（土）再犯防止書道パフォーマンスを実施

➡ 高松矯正管区職員による再犯防止の啓発を中心とした法教育を実施し、
高校生が考える「再犯防止」について表現してもらった。



「教育機関等」との連携②

▶香川県立農業大学校との連携

法務省が再犯防止施策として取り組む「農福連携」について中国四国農政局
と連携して講義を実施

▶担い手養成科２学年（２０名）に農福連携による再犯防止の必要性を説明
▶将来的に農業関係に従事する学生に対する効果的な広報・啓発



「居住支援法人等」との連携

▶高知県下の居住支援法人等との連携

居住支援法人等を高知刑務所に招へいし、施設見学及び意見交換を通して、
受刑者の特性、刑事施設の処遇・社会復帰支援の実情等についての関心及び
理解を深めていただき、地域における刑務所出所者等の帰住先確保につなげる
ための意見交換会を実施。



再犯防止に係る広報

▶再犯防止啓発動画制作

「息の長い支援」を実現するには、国や地方公共団体及び関係する各種機関等
の担当者のみならず、地域社会で受け入れる一般住民にも、刑務所出所者等に
ついて理解してもらうことが重要であり、その理解を促進するための広報用動画
を制作

YouTube法務省チャンネルへの掲載のほか、四国の地方公共団体のテレビ及びデジタルサイネージでの放映を依頼
しているところです。











保護観察所は、犯罪や非行をした人の再犯・
再非行の防止や、立ち直りのための支援を行って
いる国の機関です。
犯罪も犯罪による被害も生まない、一人一人の
かけがえのない暮らしを大切にする地域づくりの
ために、保護観察所では、関係機関と連携し、
刑務所等を出所した人や保護観察を受けていた
人が地域での生活に困ったときの相談・支援を
行っています。

保護観察所では、地域住民の皆様や関
係機関・団体の皆様からの相談に応じ、
更生保護に関する専門的知識を活用した
支援を行っています。
犯罪・非行の防止や立ち直り支援に関し
て、お困りのことやご依頼などがありまし
たら、お気軽にお問い合わせください。

※ご利用は無料です。
※支援に関するお問い合わせは、
お近くの保護観察所にご連絡く
ださい。

「保護観察所」とは？

保護観察所では、犯罪・非行の防止や
立ち直りの支援により、安全・安心な地域社会、

共生社会の実現を目指しています。

保護観察所
犯罪・非行の防止や立ち直り支援のための

の
地域援助

更生ペンギンの
ホゴちゃん

更生ペンギンの
サラちゃん

法務省・保護観察所

保護観察所の地域援助

更生保護の
マスコットキャラクター

全国の保護観察所の
問合せ窓口

庁名 電話番号 庁名 電話番号

札幌 011-261-9225 津 059-227-6671

函館 0138-26-0431 大津 077-524-6683

旭川 0166-51-9376 京都 075-441-5141

釧路 0154-23-3200 大阪 06-6949-6244

青森 017-776-6418   堺支部 072-221-0037

盛岡 019-624-3395 神戸 078-351-4004

仙台 022-221-1451 奈良 0742-23-8959

秋田 018-862-3903 和歌山 073-436-2501

山形 023-631-2277 鳥取 0857-22-3518

福島 024-534-2246 松江 0852-21-2087

水戸 029-221-3942 岡山 086-234-5801

宇都宮 028-621-2271 広島 082-221-4651

前橋 027-237-5010 山口 083-922-1337

さいたま 048-861-8287 徳島 088-622-4359

千葉 043-204-7791 高松 087-822-5445

東京 03-3597-0114 松山 089-941-6158

  立川支部 042-521-4233 高知 088-873-5118

横浜 045-201-1842 福岡 092-761-6799

新潟 025-222-1531   北九州支部 093-561-6340

甲府 055-235-7814 佐賀 0952-24-4292

長野 026-234-1993 長崎 095-822-5175

静岡 054-253-0191 熊本 096-366-8080

富山 076-421-5132 大分 097-532-2053

金沢 076-261-0059 宮崎 0985-24-4345

福井 0776-22-2955 鹿児島 099-226-1556

岐阜 058-265-2651 那覇 098-853-2945

名古屋 052-951-2941



地域社会で生きづらさを抱えているご本人やそのご家族、
支援者の方から、専門の職員が困りごと・悩みごとをお
聴きし、相談内容に応じたアドバイスや、関係機関・団
体等と連携して、必要な支援が受けられるよう調整した
りします。

犯罪・非行に関する研修や講演会等の企画の支援、職員派
遣などを行います。

一人一人のかけがえのない暮らしを支える地域支援ネットワークの構築に取り組んでいます

保護観察所では、更生保護関係団体の皆様とも連携し、刑務所等を出所した人や保護観察を受けていた人などが、地域社会で生きづらさを抱え支援
を必要としているときに、必要な支援を円滑かつ継続的に受けられるよう、多様な分野の機関・団体の皆様とのネットワーク構築に取り組んでいます。

保護
観察所

住居
居住支援を行う
機関・団体との
調整など

仕事

出所者等の立ち直りに
理解のある事業主の
もとでの就労支援など

地域の皆様へ 関係機関・団体の皆様へ

犯罪・非行の地域相談窓口「りすたぽ」 研修・講演会

刑務所を出所した人な
どへの支援事例に関す
る検討会等に参加し、
支援方針の見立てや支
援方法に関する助言・
提案を行います。

事例検討会への参加

犯罪予防や再犯防止に関する広報や情報発信
等に適した広報素材等の提供などを行います。

広報・情報発信等の支援

関係機関・団体の皆様が支
援をしている方への支援に関
する助言や提案を行います。
相談内容に応じて、保護観
察所も連携して支援を行い
ます。

個別ケースへの対応

修学

学習支援や
学校との
連絡調整など

医療

病状等に応じた
医療機関の紹介
など

保健・福祉

● 生活保護や福祉
サービスを受けるための
手続のサポート

● 市町村等と連携した
福祉サービスの調整など

依存症からの回復

薬物・アルコール依存
からの回復支援施設の
紹介や利用調整など

犯罪や非行のない、誰もが安心して暮らせる地域づくりは、
地域に暮らすみんなの願いです。犯罪・非行の防止や立ち直り支援のため、
保護観察所が推進する地域支援ネットワークへの御理解・
御参画をよろしくお願いします。

りすたぽ
一人ひとりの再出発をサポート

リスタート

犯罪・非行の
地域相談窓口

保護観察所では次のような支援を行っています。お気軽にご相談ください。



松山保護観察所

令和６年度愛媛県再犯防止推進会議

1



（令和５年１２月１日施行）

更生保護法 第８８条の３

保護観察所の長は、地域社会における
犯罪をした者及び非行のある少年の改善
更生並びに犯罪の予防に寄与するため、
地域住民又は関係機関等からの相談に応
じ、更生保護に関する専門的知識を活用
し、情報の提供、助言その他の必要な援
助を行うものとする。

更生保護法に地域援助の規定創設

2



入所受刑者人員中の再入者人員・再入者率の推移

更生保護に関する地域援助創設の背景

3



更生保護に関する地域援助創設の背景

出所受刑者の出所事由別再入率
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更生保護に関する地域援助創設の背景
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更生緊急保護とは
刑事上の手続き等による身体の拘束を解かれた後、親
族の援助及び福祉等の保護では改善更生することができ
ない場合

【期間】

身体の拘束を解かれた後、原則６月

但し、生活指導等について特に必要があるとき更に１年６月

【対象】

①満期釈放者、②執行猶予者、③起訴猶予者、④罰金の言渡
しを受けた者、⑤労役場出場者など

本人の申出に基づいて、緊急にその者に対し、金品を給貸与
し、宿泊場所を供与し、医療、療養、就職又は教養訓練を助
けるなどの保護を行う。

6



➢期間終了後も刑務所出所者等を継続している協力雇用主

更生保護に関する地域援助創設の背景

➢保護観察を終了した者

➢満期釈放者等で更生緊急保護の期間を経過した者

保護観察期間・更生緊急保護期間終了後も、保護
観察官や保護司に対して、相談が寄せられること
が少なからずあった。

保護観察官は、犯罪予防に関する事務の一環とし
て、保護司は地域の隣人として対応していた。
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（令和５年１２月１日施行）

更生保護法 第８８条の３

保護観察所の長は、地域社会における
犯罪をした者及び非行のある少年の改善
更生並びに犯罪の予防に寄与するため、
地域住民又は関係機関等からの相談に応
じ、更生保護に関する専門的知識を活用
し、情報の提供、助言その他の必要な援
助を行うものとする。

更生保護法に地域援助の規定創設

8



地域援助の対象

➢本人（過去に犯罪をした者もしくは非行のあった者）

➢関係者（家族、引受人、雇用主、学校関係者等）

➢支援機関等（地方公共団体、福祉施設、NPO法人等）

➢地域住民

9



地域援助で想定される援助の具体的内容

簡易薬物
検出検査

専門的処遇
プログラム

※更生保護施設及び自立準備ホームへの委託保護や金品
の給貸与については、実施できません。

就労支援 居住支援

福祉的支援

自助グループ

10

相談・助言



ダルク等
民間支援団体

居住支援法人

保健・
福祉機関

更生保護
民間協力者

医療機関

更生保護
施設等

地域支援ネット
ワークの構築

保護観察所

支援対象者

相談

・支援対象者
（元保護観察対象者等）
・地域住民等

・支援対象者への支援
・支援者への支援
・関係機関等との連携・
ネットワーク構築

地方公共団体

11

地域支援ネットワークの構築

地域援助は、保護観察所が支援対象者に対して自ら援
助を行うとともに、地域の支援に円滑につなぐことも推
進していきます。

地域で支える



犯罪・非行の
地域相談窓口

● ● ● ●

リスタート

一人ひとりの再出発をサポート

松山保護観察所
担当：処遇部門 総括グループ
住所：松山市一番町４丁目４－１
☎０８９ー９４１－６１５８

まずはお電話
でご相談くだ
さい。
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保護観察所では、犯罪・非行の防止や
立ち直りの支援により、安全・安心な地域社
会、共生社会の実現を目指しています。

お遍路ホゴ
ちゃん
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0570-085-085
（全国共通相談ダイヤル）
※最寄りの法務少年支援センターにつながります。

家財持ち出し、暴言や暴力、
性的な問題行動など幅広く対応しています

問題行動とは？

支援対象の方の支援会議等に参加して
助言等をしています

機関連携

学校への出前授業を行っています

予防教育

青少年の育成に関わられている方々への
講演や研修をしています

講演・研修

少年鑑別所の専門性を生かした
非行・犯罪や問題行動等の専門機関として

心理相談や教育支援活動をしています

法務少年支援センター

法務省矯正局

関係機関・団体の皆様へQ＆A －よくある御質問－ お問合せ窓口

 対象年齢
年齢に関係なく御利用いただけます。

 相談料
無 料

 利用可能日
月曜日から金曜日（祝祭日を除く）

 相談方法

支援について

　はい。お受けしております。
　例えば、福祉施設入所者の問題行動で
お困りの福祉関係者からの御相談例もあ
ります。

A

成人も相談できますか？Q

　支援対象の方の支援ニーズに応じて面
接や心理検査を行います。
　また、問題に合わせて、ワークブック
を用いて教育的働き掛けを実施しています。

A

どんな支援をしてもらえますか？Q

　御自宅にうかがっての支援は行ってい
ませんが、支援者の方や親御さんだけで
の御相談も承っております。
　また、関係機関の御協力のもとで施設
等に職員を派遣しての支援なども検討で
きますので御相談ください。

A

対象者を連れていけないのですが
支援者や親のみで相談できますか？Q

　心理検査の結果は、基本的に御本人の
希望も踏まえ、わかりやすくお伝えする
ことができます。また、御本人の同意が
あれば、支援されている関係機関の方々
にも、支援のヒントとなるよう、結果を
お伝えすることもできます。

A

実施した心理検査の結果は
教えてもらえますか？Q

※�メールでの返信にはお時間をいただい
ております。お急ぎの場合は、お電話
での御連絡をお願いいたします。

相談受付フォーム

※�その他各センターごとの専用ダイヤル
もあります。
※平日��� 9：00 - 12：00�

13：00 - 16：30

法務少年支援センターの
相談支援内容の詳細はこちら

　法務少年支援センターは、非行・犯罪に関す
る問題や、思春期の子供たちの行動理解などに
関する知識・ノウハウを活用して関係機関・団
体の皆様と連携を図りながら、非行・犯罪の防
止や青少年の健全育成に関する相談支援をして
います。また、関係機関の職員の方や保護者の
方を対象とした講演・研修や生徒・児童を対象
とした法教育も実施しています。

法務少年支援センターの
役割と取組

　非行や犯罪などの問題行動の背景について、
面接や心理検査を用いてアセスメントを行う専
門家です。お困りのことについてお話を伺い、
心理的アプローチを行います。

　非行や問題行動の改善のための教育プログラ
ムや面接指導等の経験が豊富です。御本人の問
題に合わせて、面接やワークブックを用いた指
導などを行います。
　学校等に出向いて法教育も行っています。

少年鑑別所の法務技官（心理）と
法務教官が対応します

法務技官
（心理）

法務教官

面接相談 電話相談

職員派遣
※事前に御相談をお願いします。

オンライン相談
※�事前に通信環境等の確認が必要
なため御相談をお願いします。



　学校や福祉施設等の関係機関・団体から依頼を
受けて、御本人や御家族の方がお困りのことに合
わせて下記の支援を行っています。

個別の御相談の流れ（例） 講演・研修や事例検討会の申込方法
※ケースや対応するセンターにより多少異なります。

個別の御相談

　御本人や御家族を連れてこられない場合でも、関
係機関・団体の支援者の依頼に応じて事例検討会
（ケース会議）などに参加し、見立てや指導・支援方
法に関するアドバイスや提案を行います。

事例検討会（ケース会議）
等への参加

相談受付
受付

研修等の実施

事前打合せ

・相談事例に関する情報共有
・問題の整理
・関係機関との役割分担
・目標の共有
※�対象となる方の負担�
軽減のためにも、�
情報共有をお願い�
しています。

御依頼時にいただく情報

・御希望の時期
・�場所（法務少年支援センターへの
来所、職員の派遣、オンライン）
・内容
　※講演や研修のテーマ
　※事例検討会の事例概要など

・�参加される方の御所属や人数など

支援開始

・問題のアセスメント
・心理検査
・心理相談
・ワークブック等を使用した教育
※�方法や期間はケースに合わせて対応をして
います。

依頼書の送付
　センターと日程調整ができました
ら、法務少年支援センターHP内にあ
る依頼書に必要事項を記入してセン
ターに送付をお願いします。

支援の継続

・事例検討会への参加
・関係機関や支援者への助言

　地方公共団体、学校、福祉、更生保護等の関係機
関・団体の皆さまが主催する講演会、研修会などで、
非行・犯罪、子育ての問題、思春期の子供の行動理
解と教育方法や指導方法について分かりやすい話題
提供をしています。

講演・研修

【過去のテーマ例】
「最近の非行少年の特徴」、「思春期の子供の理解と
望ましい接し方」、「地域と進める再犯・再非行防
止」など

　法務省では、法教育に関する様々な取り組みを推
進しています。
　法務少年支援センターも児童・生徒等を対象とし
て、非行に対する司法手続や処分の種類・内容など
について、法教育授業（いわゆる「出前授業」）を行っ
たり、教員の方への研修もお受けしたりしています。
※�法教育とは、法律の専門家ではない一般の方々が、法や司
法制度等を理解し、法的なものの考え方を身に付けるため
の教育をいいます。

法教育授業等

【過去のテーマ例】
「薬物乱用防止指導」、「SNSとうまく付き合うには」、
「少年非行と少年鑑別所の役割」など

写真は高校での
薬物乱用防止講座

の様子

　お困りのことの背景にある原因を考えるため、
知能検査や性格検査を行います。
　また、依頼があれば、御本人や御家族の方にも、
結果を分かりやすく説明します。

１　能力・性格の調査

　問題行動等のお困りのことについて、面接や心
理検査などを行った上で、どうして問題行動が生
じているのか、どのように指導・支援に当たれば
よいのか等について提案します。

２　 問題行動の分析や 
指導方法等の提案

　関係機関・団体からの依頼を受けて、御本人や
御家族の方との心理相談を行います。
　御本人の抱える問題に合わせたワークブック
（「盗み」、「交友」、「暴力」、「性」など）を御用意
しており、問題解決に向けて御本人と一緒に取り
組んでいきます。

３　 御本人や御家族に対する 
心理相談

電話または
メールにて受付

電話にて受付


